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第１ はじめに 

東京都では、平成１０年１０月より、子供の権利を擁護するための第三者機関と

して「子供の権利擁護委員会」を設置した後、委員会としての約５年間の試行期間

を経て、平成１６年度から東京都の事業として「子供の権利擁護専門相談事業」を

開始しました。 

本事業は、子供への虐待、いじめ、体罰などの権利侵害の問題が生じている中、

子供の権利に関する専門的な相談と権利侵害への具体的な対応等を行うことによ

り、子供の福祉向上を図ることを目的としています。 

この「子供の権利擁護専門相談事業」の活動内容については、３年毎に活動報告

書を作成・配布しており、今回は令和元年度から令和３年度までの３年度の活動報

告書を作成して、関係機関に配布させて頂くこととしました。 

子供の権利擁護のための第三者的機関の存在やその活動内容を、できるだけ多く

の関係機関や東京都民の方々に知って頂くと共に、何が子供にとって最善の利益で

あるのかを、今後も一緒に考えていきたいと思っております。 

東京都の「子供の権利擁護専門相談事業」の存在がより広く認知され、権利侵害

に悩む子供を守る一助となれば幸いです。 

 

  令和５年３月 

子供の権利擁護専門相談事業 

専門員  守屋 美保 

専門員  三枝 恵真 

専門員  打越 雅祥 
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第２ 東京都子供の権利擁護専門相談事業の概要 

 

１ 事業の経緯 

（１）子供の権利擁護委員会の設置（平成１０年１０月） 
   平成１０年７月、東京都児童福祉審議会から「新たな権利保障の仕組みづくり」 

について、東京都知事に意見具申がなされました。同年１０月より、子供の権利 
を擁護するための第三者機関として「子供の権利擁護委員会」を試行的に設置し、 
同年１１月から事業を開始しました。 

その目的は、子供や保護者、または地域などから権利侵害の相談があった場合

に、迅速に事実関係を調査する機能や、当事者双方に対し助言を与えながら、解

決に向けて活動を行う調整機能を有する第三者機関として役割を果たすための

新たな子供の権利擁護システムを構築し、関係機関と連携して、子供を権利侵害

から救済することです。 
（２）子供の権利擁護専門相談事業（以下「専門相談事業」という。）の開始（平成 

１６年） 
上記委員会は、５年数か月の試行期間を経て、平成１６年度から東京都の事業 

として専門相談事業を開始しました。（資料編「子供の権利擁護専門相談事業実 
施要綱」参照。以下「実施要綱」という。） 

子供の権利擁護委員会から引き続き、「子供の権利擁護専門員」（以下｢専門員｣ 
という。）と、「子供の権利擁護電話相談員」（以下「電話相談員」という。）とが 
協働して、電話相談、面接相談、関係機関との調整などを行っています。また、 
委員会で決定していた重要事項などについては、専門員３名で構成する「専門員 
会議」で合議し、決定することとしました。 

    
２ 事業の目的 

専門相談事業の目的は、実施要綱では、「子供の権利に関する専門的な相談」と「権 
利侵害に具体的に対応する」等によって、子供の福祉の向上を図ることと規定されて 
います。 
（１）子供の権利に関する専門機関であること 

専門相談事業は、「子供の権利」に関する専門機関が行うこととされています。 
そのため、現在の専門員３名のうち、１名は児童福祉に関する学識経験者、２ 

名は子供の権利に携わる弁護士が選任されています。 
（２）権利調整のための第三者機関であること 

権利侵害に具体的に対応するというのは、子供が権利侵害を受けた場合に、 
子供やその保護者の代理人として交渉するのではなく、あくまでも公正中立な第 
三者としての立場から、「子供の福祉の向上」という最終的な目的を達成するた 
めに、子供と関係機関との間に立って「助言や調整活動」を行うことです。具体 
的には、関係者それぞれがどのように事実を認識し、どのような解決を望んでい 
るかなどを聴き、双方に伝えていくことによって、当事者が解決の道を見つけら 
れるように支援することを目指します。その際に、子供の権利擁護を基盤とし、 
通常は埋もれがちになる子供の意見や希望を丁寧に聴き伝えていくことを特に 
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大切にしています。 
なお、本事業は児童福祉審議会の具申を受けて開始したものですが、児童福祉 

分野にとどまらず、教育、自殺防止、非行相談など、子供の権利に関する相談を 
幅広く受け付けています。事務局が児童相談センター内にあるため、都内の児童 
相談所や東京都福祉保健局との連携もスムーズに進められますが、東京都教育庁 
や区市町村教育委員会とも協力関係が形成され、学校関係の事案にも中立的な立

場から関わることができています。 
 
３ 事業の内容 

  専門相談事業の内容として、「実施要綱」第２条には５つの項目が掲げられていま 
す。 

第１は、子供自身や周囲の人たちから権利侵害などに関する相談を受けて、権利 
 擁護のために対応することです。電話やはがきによる相談の受付体制を整えています。 

また、権利侵害に対応するために専門員を置いています。それぞれの活動の具体的内 
容については、後述します。 

第２は、必要に応じて東京都児童福祉審議会に事案の付議を求めることです。今の 
 ところ、事業を進めて行く中で課題となった点は専門員や事務局などの対応により改 
善が図られており、児童福祉審議会に事案の付議を求めたことはありません。 

  第３は、子供自身や都民などへの広報活動です。この報告書の「第４ 広報の状況」 
で詳しく説明します。 

  第４は、メッセージダイヤルを設置して、子供からのメッセージを受け付けること 
です。メッセージダイヤルの受け付けや編集についても、後述します。 

  第５は、その他子供の権利擁護に関することに幅広く対応できる規定となっていま 
す。 

  このように、専門相談事業は、子供自身からの相談を受けることや、子供自身への 
 広報活動、子供からのメッセージダイヤルの受付など、子供本人から相談できるよう 
 に促し、子供が発信するＳＯＳを受け止めることを重視している点が、大きな特徴と 
なっています。 

 

４ 実施体制 
（１） 専門員 

専門員は、弁護士会の推薦を受けた子供の権利に携わる弁護士２名、児童福祉 
  に関する学識経験者１名（合計３名）が選任されています。 
（２）電話相談員 
  福祉に関する相談経験がある者、又は社会福祉（児童福祉等）、教育、心理に関 

し知識を有する者で構成されています。 
（３） 子供の権利擁護調査員（以下「調査員」という。） 

調査員は、専門員と同様に弁護士会の推薦を受け、毎年１２名の弁護士が登録 
  されています。調査員の活動については、専門員が教育機関・児童福祉施設等に訪 

問調査を行う際に、専門員からの依頼を受け同行訪問調査を行い、場合によっては   
報告書の作成などを行っています。 
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５ 活動の具体的内容 

（１）電話相談 

   専門相談事業では、東京都内から無料で電話をかけられるフリーダイヤルにより

電話相談を受け付けており、この電話相談を「東京子供ネット」と呼んでいます。

相談時間は、平日（月〜金曜日）は午前９時から午後９時まで、土・日・祝日 

（１２月２９日から１月３日を除く。）は午前９時から午後５時までです。なお、

子供たちにも携帯電話が普及したため、平成２２年度より、携帯電話からも通話が

できるようにしています。 

   電話相談には、子供の抱える多種多様な悩みが日々寄せられます。具体的な相談

内容としては、子供同士のトラブルやいじめ、親子間でのトラブル等が中心となり

ますが、パソコンや携帯が普及している世相を反映した、インターネットに関わる

トラブルの相談も増加しています。 

 

（２）メッセージダイヤル 

   「東京子供ネット」では、電話相談員による電話相談の他に、子供たち自身が自

分の体験や意見を自由に吹き込めるメッセージダイヤルを設置しています。これは

フリーダイヤルに繋がると応答メッセージが流れ、子供たちが吹き込んだメッセー

ジを録音することができるものです。また、他の子供たちからのメッセージを編集

したものを聴くことができます。なお、自分の吹き込んだメッセージを編集メッセ

ージとして流して欲しくない場合は、その希望を含めて録音するようにナレーショ

ンをするほか、大人に相談したい場合もあるため、東京子供ネットの連絡先のナレ

ーションをしています。 

  メッセージの内容は、学校や家族についての悩みなど、様々です。その中でも特

に多いのは、いじめに関する内容です。中には、いじめた側の子供がいじめられる

側になったとき、「あんなことをやらなければよかったと後悔している。」といっ

たメッセージなども吹き込まれています。 

  

（３）専門員相談 

  ① 東京子供ネットからの引継ぎ 

東京子供ネットに寄せられた電話相談のうち、子供の権利侵害に関する相談は、

権利を侵害する相手があるため、電話相談だけでは解決に向かわないことがあり

ます。電話相談だけでは解決が難しいと思われる場合は、専門員による対応を実

施しています。 

３名の専門員は、子供の権利侵害事例の調査・調整を行います。なお、相談に

当たっては、弁護士や学識経験者としての専門性を活かすことはあっても、相談

者側の代理人として活動することはありません。電話相談員が、中立的な第三者
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としての立場であることを相談者に説明し、その上で相談者が相談を希望した場

合に、専門員に相談をつなげていきます。 

専門員は、面接相談を実施し、子供の意思を確認した後、事前に関係機関（学

校、施設等）に連絡を取った上で、関係機関を訪問し、事実の調査を行い、関係

機関に対し、必要な助言を行います。また、当事者と関係機関との間に調整活動

が必要な場合、訪問調査を繰り返したり、両者の話合いに立ち会って助言したり

するなどして、子供の権利が守られ、安心・安全が確保できる環境が整うよう努

めます。 

学校における権利侵害事例の場合は、教育委員会とも問題解決のための協働を

図ったり、相談内容によっては、児童相談所などの関係機関と連携を図るように

しています。 

なお、調査を行う際には、聴取内容の客観性、正確性を担保するため、複数の

専門員、又は調査員で当たるように心がけています。 

専門員への相談は、児童相談センターに来所して面接することが原則です。子

供の声を重視する事業の趣旨から、保護者からの相談であっても、面接の際には

子供にも来所してもらうよう求めます。なお、子供が児童相談センターに来所で

きない場合は、相談者の住所地近隣の公的機関において面接することもあります。

また、面接できない事情がある場合は、電話での相談を設定することがあります。 

  ② はがきによる相談 

    子供が児童養護施設等に入所するときには、後述の「子供の権利ノート」（以

下「権利ノート」という。）と一緒に相談はがきが配布されており、子供が直接

相談できるようになっています。このはがきは専門員宛に届くこととなっており、

専門員による対応を行っています。 

はがきによる相談内容としては、施設内における子供同士のトラブル、職員と

のトラブル、施設での生活に関する不満などが多いのが特徴で、中には施設内虐

待に関する相談もあります。はがきを収受したときは、その対応方法を専門員が

協議のうえ、状況に応じて専門員が相談のあった子供への対応を行うほか、必要

に応じて福祉保健局少子社会対策部計画課権利擁護担当や児童相談所に通知等

を行っています。 

このようなケースでは、専門員は、子供から相談を聞くと共に、並行して施設

長や施設職員からも事情を聞き、ケースによっては児童相談所の担当児童福祉司

や担当児童心理司とも情報交換するなど連携を図ります。また、時間をおいて施

設訪問を繰り返すなど必要な調査を重ねる中で、問題点を抽出して対応策を検討

します。その上で、施設や担当児童福祉司らと対応策を協議し、子供の意向も聞

きながら、問題点に応じた適切な助言をした上、その実行状況を見守る等の調整

活動をします。 
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  ③ 相談用紙による相談 

    児童相談所が子供の一時保護を行ったときや児童養護施設等に一時保護を委

託したときには、「一時保護児童のためのリーフレット（とても大切なあなたへ）

（以下「とても大切なあなたへ」という。）」を子供たちに渡し、子供は大切に

される存在であること、困ったときは大人に相談してもよいことなどを説明して

います。また、「とても大切なあなたへ」と一緒に、子供が直接専門員に相談で

きる、「一時保護児童のための困りごと相談用紙（以下「相談用紙」という。）」

を配布しており、専門員による対応を行っています。 

相談内容としては、一時保護所での生活や職員の対応に関する内容、内面の悩

み、担当福祉司に対する要望などです。相談用紙を収受したときは、その対応方

法を専門員が協議のうえ、状況に応じて専門員が相談のあった子供への対応を行

っています。 

このようなケースでは、専門員は、子供から相談を聞くと共に、並行して保護

所職員からも事情を聞いたり、ケースによっては児童相談所の担当児童福祉司と

も情報交換するなど連携を図ります。その上で、子供の意向も聞きながら、各関

係者に問題点に応じた適切な助言を行い、その実行状況を見守る等の調整活動を

します。また、被措置児童等虐待が疑われる場合など、必要に応じて、福祉保健

局少子社会対策部計画課権利擁護担当や児童相談所に通知を行うこともありま

す。 

※一時保護児童のためのリーフレット（とても大切なあなたへ）及び一時保護

児童のための困りごと相談用紙については、平成３０年度より運用を開始してい

ます。 

 

（４）専門員会議 

   月１回、専門員、電話相談員及び事務局職員、その他関係者が参加して、専門員

会議を開催しています。会議では、電話相談や専門員活動の統計に関する報告、各

相談事案に関する情報共有や方針の検討、広報活動の計画や報告、実施体制に関す
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 (５) 施設見学等 

専門員は、権利ノートやはがき及び相談用紙の配布・設置状況、活用状況を確認

するため、調査員と共に不定期に児童福祉施設等を見学し、子供の権利擁護専門相

談事業が活発に利用されるための方針を協議しています。 
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【 実 施 体 制 図 】 
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第３ 令和元年度～令和３年度の活動報告 

  

１ 電話相談 

   東京子供ネットでは、フリーダイヤル（０１２０－８７４－３７４）により子

供の権利に係るあらゆる相談を受けています。 
過去の相談者別相談件数の割合は、下記「相談件数の推移」のとおりです。 

 
【平成２４年度～令和３年度 相談件数の推移】                      （件） 

 平成 

２４ 

 

２５ 

 

２６ 

 

２７ 
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３０ 

令和 

１ 

 

２ 

 

３ 

児  童 2,723 

(76.3%) 

2,310 

(72.6%) 

1,792 

(73.1%) 

1,325 

(68.3%) 

993 

(67.0%) 

887 

(62.6%) 

892 

(63.0%) 

471 

(45.6%) 

332 

(32.5.%) 

272 

(33.4%) 

親  族 762 

(21.4%) 

783 

(24.6%) 

591 

(24.0%) 

545 

(28.1%) 

432 

(29.1%) 

470 

(33.2%) 

444 

(31.4%) 

403 

(39.0%) 

364 

(35.7%) 

317 

(38.9%) 

関係者等 82 

(2.3%) 

88 

(2.8%) 

70 

(2.9%) 

70 

(3.6%) 

58 

(3.9%) 

60 

(4.2%) 

79 

(5.6%) 

159 

(15.4%) 

324 

(31.8%) 

225 

(27.6%) 

計 3,567 3,181 2,453 1,940 1,483 1,417 1,415 1,033 1,020 814 

                       
３年間を平均とした相談者の割合は、児童本人からが約 37．5％、保護者・親族

が約 37．8％、関係者等が約 24．7％となっています。約４割を占める児童本人か

らの相談では高校生や中学生からの相談が多く、虐待、いじめ、体罰など深刻な内

容の相談もあります（資料編「児童本人からの相談内容」及び「相談内容及び相談

者別一覧」参照）。そのような場合は、専門員につなぎ、対応することもあります。 
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２ 専門員による活動 

（１）専門員への引継ぎとその後の活動状況 

 電話相談員が受けた相談のうち、専門員に引き継いだものについては、以下のと

おりとなっています。なお、専門員による活動は、電話による相談に限らず、はが

きや相談用紙による相談から開始されることもあります。 
 

【相談総件数と専門員引継ぎ件数】 

  相談総件数 
権利擁護に関する相談件数① 引継ぎ 

件数② 

割合 

②÷① 
活動回数 

電  話 はがき 相談用紙 

元年度 １，０７７件  １８７件 １７件  ２６件 ４２件 約１８．３％ １７１回 

２年度 １，１２８件 １３５件 １７件  ９１件 ２８件 約１１．５％ １３２回 

３年度  ９５７件 １３３件 １９件 １２４件 ２６件 約 ９．４％ １０５回 

 

  ア 引継件数 

    令和元年度から令和３年度までにおける権利擁護についての相談の中で、専門

員に引き継がれた件数は、令和元年度は４２件、令和２年度は２８件、令和３年

度は２６件となっており、その割合は、平均すると約１２．８％になります。 

専門員に引き継がれたケースのうち、令和元年度では電話相談によるもの２０

件、はがきによるもの１３件、相談用紙によるもの９件、令和２年度では電話１

３件、はがき８件、相談用紙７件、令和３年度では電話１０件、はがき１０件、

相談用紙６件となっています。 

  イ 活動回数 

    専門員による活動内容としては、概ね、児童（又は保護者）との「面談」や「電 

話」と、関係する機関（学校、教育委員会、養護施設、児童相談所など）への「連 

絡」や「訪問」に分けられます。 

それらの活動を専門員が行った回数は、令和元年度は１７１回、令和２年度は

１３２回、令和３年度は１０５回でした。 

 

（２）専門員会議の開催 

専門員３名、電話相談員３名、事務局３名、その他関係者が出席し、各年毎月１

回（年１２回）開催しています。 
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３ 調査員による活動 

専門員の調査に同行し、主に学校や教育委員会、児童福祉施設で調査等を行いました。 

また、権利ノートやはがきの配布・設置状況、活用状況を確認するため、専門員と共に不 

定期に児童福祉施設等を見学しています。 

    【活動内容】                                    （回） 

 調査面談（学校等） 調査面談（施設） 施設見学 
元年度 ５ ４ ２ 

２年度 １ １  

３年度 ３ ６  

  ※施設見学については、令和元年度は２施設を見学し、３名の調査員が参加した。

２年度及び３年度については、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため実施せ

ず。 
 
４ メッセージダイヤル 

子供の性別は、女子生徒が大半で男子生徒のものは少ない状況にあります。また、

メッセージダイヤル吹込み件数は令和元年度から令和３年度で平均して年間約３８０

件程度あり、その中で編集できる内容のものを編集して、応答メッセージとして使用

しています。 
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第４ 広報の状況 

１ カードとリーフレット 

子供の悩み等を気軽に相談できる電話相談の周知を図るため、カード及びリーフ

レットを作成し配布しています。 
（１） カードの配布 

都内に在学している小学４年生、中学１年生及び高校１年生の全生徒に対し、

毎年夏休み前後に学校を通して配布しています（参考資料「配布実績」参照）。

また、子供家庭支援センターなどの関係機関にも約 12,500 枚配布し、広く周

知しています。なお、東京子供ネットフリーダイヤルは、携帯電話からもかけ

られるようになっています。 
    【カード 表】            【カード 裏】 

 
 
 
 
 
 
 
 

（２） リーフレットの配布 
都内公立及び私立の全小・中・高等学校の教師用（約 26,500 枚）として配

布するとともに、子供家庭支援センターや図書館、児童館等関係機関（約 14,000
枚）にも配布し、制度を周知しています。 

    【リーフレット】 
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２  子供の権利ノート 

   権利ノートは、児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、ファミリ

ーホームに入所している又は、里親委託されている小学１年生以上の子供全てに、

児童福祉司が内容を説明したうえ、配布しているものです。権利ノートには、子

供が施設や里親宅で生活する際の１７項目の権利が分かりやすく書かれているほ

か、施設外部の相談窓口についても記載しています。 
また、現に施設等で生活している子供が小学１年生になったときと、中学１年生

になったときに、児童福祉司から説明し、配布しています。入所後は、日々の生活

の中で施設職員から説明をしたり、指導場面で活用をしています。 
 

   【権利ノート小学生用】        【権利ノート中高生用】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        権利ノートに書かれている子供たちの権利 

・ひとりの人として大切にされる権利 
・なぜこれからこの場所で生活するのか知る権利 
・これから生活する場所について知る権利 ・あなた自身や家族のことについて知る権利 
・あなたのことがどのように考えられているのか知る権利 
・あなたの意見や希望を言う権利     ・家族と交流する権利 
・プライバシーが尊重される権利     ・自分の物を持つ権利 
・いろいろな情報や考え方を知る権利    ・いろいろな教育を受ける権利 
・心と体の健康が守られる権利      ・自由に考えたり信じたりする権利 
・趣味やレクリエーションを楽しむ権利  ・いろいろな人と交際する権利 
・体罰やいじめ、いやな思いをしない権利  
・性的にいやなことをされたり、言われたりすることから守られる権利 
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３ はがきの利用 

権利ノートと一緒に専門員宛ての相談のはがきを配布し、子供が直接悩みなど

を相談できるようなっています。このはがきについては、児童福祉施設の場合、

施設内の掲示板等の近くなどにも置かれ、子供たちが自由に使用し、投函できる

よう配慮されています。 
    はがきが届いた場合は、専門員が施設を訪問し、子供から直接話を聞き問題解 

決に向けて子供や施設に対し助言します。また、相談内容によっては、児童相談 
所の担当児童福祉司と協議し、協働して対応する場合もあります。 

    なお、相談内容から施設内虐待が疑われる場合には、福祉保健局少子社会対策 
部計画課権利擁護担当に通知するなど、適切に対応しています。 
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 ４ 一時保護児童のためのリーフレット（とても大切なあなたへ） 

   一時保護児童のためのリーフレット（とても大切なあなたへ）(以下「とても

大切なあなたへ」という。)は、児童相談所が一時保護（児童養護施設等への一

時保護委託を含む。）を行った幼児以上の子供全てに、児童福祉司が内容を説明

した上、配布しているものです。とても大切なあなたへには、子供は守られる存

在ということや、困ったときは大人に相談して欲しいということが、分かりやす

く書かれているほか、児童相談所の職員以外に相談したい場合の相談先について

も記載しています。 

  【とても大切なあなたへ 表】 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    【とても大切なあなたへ 裏（小中高生向け）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あなたへのメッセージ                       相談
そうだん

する方法
ほうほう

は？ 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

もしこんなことがあったら・・                          

必
かなら

ず大人
お と な

に相談
そうだん

してください     

  

 
 

〇 あなたはこの世界
せか い

にたった一人
ひと り

しかいない大
たい

切
せつ

な人
ひと

です。 

あなたには幸
しあわ

せに育
そだ

ち、安心
あんしん

安全
あんぜん

に暮
く

らす 

「権利
けん り

」（してよいこと、しなくてよいこと）があります。 

〇 困
こま

ったこと、わからないこと、不
ふ

安
あん

なことがあったら、 

周
まわ

りの大人
おと な

に話
はな

してください。周
まわ

りの大人
おと な

はあなたを全力
ぜんりょく

で 

  守
まも

ります。 

〇 あなたと同
おな

じように、あなたと一緒
いっしょ

に生活
せいかつ

する一人
ひと り

ひとりの 

権利
けん り

も大切
たいせつ

にされます。そのためのルールやマナーを守
まも

り、 

お互
たが

いを大切
たいせつ

にしてください。 

 

〇 たたかれたり、けられたりする。暴 力
ぼうりょく

をふるわれる。 

〇 胸
むね

や性器
せいき

を触
さわ

られる、いやらしいことをされる。 

〇 ご飯
はん

を食
た

べさせてもらえない。ほったらかしにされる。 

〇 心
こころ

が傷
きず

つくようなことを言
い

われる。 

無視
む し

されたり、差別
さべつ

されたりする。 

○ 一時
いち じ

保護所
ほ ご し ょ

や担当
たんとう

の児童
じど う

相談所
そうだんじょ

の職員
しょくいん

以外
いが い

に 

相談
そうだん

したい場合
ばあ い

は、専用
せんよう

の相談
そうだん

用紙
よう し

に書
か

いてください。 

あなたの話
はなし

を聴
き

いて一緒
いっしょ

に考
かんが

えてくれる大人
おと な

 

（子供
こど も

の権利
けん り

擁護
よう ご

専門
せんもん

員
いん

）に相談
そうだん

することができます。 

 

★ 相談
そうだん

用紙
よう し

に書
か

いたら、封
ふう

をして、保護
ほ ご

所内
しょない

の投函
とうかん

箱
ばこ

へ 

入
い

れてください。 

  保護所
ほ ご し ょ

や児童
じど う

相談所
そうだんじょ

の担当
たんとう

職員
しょくいん

に手渡
てわ た

すことも 

できます。 

 

私
わたし

は、○○一時
いちじ

保護所
ほごしょ

にいますが、○○さんから、○○の 

ような嫌
いや

なことをされました。 

このことを相談
そうだん

したいので、 話
はなし

を聞
き

いてください。 

  

           

例
たと

えば、こんなふうに相談
そうだん

してください 

  

    
           

       

 

 

 

 

 

  

 

一時保護児童のためのリーフレット「とても大切なあなたへ」 

発行：東京都福祉保健局少子社会対策部計画課 権利擁護担当 

  

名 前 
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【とても大切なあなたへ 裏（幼児向け）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 一時保護児童のための困りごと相談用紙 

 とても大切なあなたへと一緒に専門員宛ての相談用紙を配布し、子供が直接

悩みなどを相談できるようになっています。この相談用紙は、子供が自由に記

入して封印し、各保護所に設置されている意見箱に投函できるようになってい

ます。 
     相談用紙が届いた場合は、専門員が保護所を訪問し、子供から直接話を聞き 

問題解決に向けて子供や職員に対し助言します。また、相談内容によっては、

児童相談所の担当児童福祉司と協議し、協働して対応する場合もあります。 
     なお、相談内容から保護所内での虐待が疑われる場合には、福祉保健局少子 

社会対策部計画課権利擁護担当に通知するなど、適切に対応しています。 

【困りごと相談用紙 表】         【困りごと相談用紙 裏】 
 
 

                                           こまっていることを 

あなたへのおしらせ             おてがみにかいてください 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

こんなことをされたら・・ どうやって、おはなししたらいいのかな？ 

おとなのひとに、おしえてね こんなふうにおはなししてね 

  

  

   

  

 
 

〇 あなたは、このせかいにひとりしか 

いない、とてもたいせつなこどもです。 

 

〇 こまったこと、つらいこと、なんでも 

おとなに、おはなししてください。 

あなたをまもります。 

 

○ ぶったり、けったり、いたいことをされる。 

○ ごはんや、おやつをもらえない。 

○ おはなしを、きいてもらえない。 

○ からだをさわられる。さわらされる。 

○ いやなこと、こわいことをむりやり 

やらされる。 

〇 こどもがこまっていることをきいて、 

いっしょにかんがえてくれるおとな

に、おてがみをかけます。 

   

〇 かきかたは、ほごしょのおとなに 

きいてね！ 

私は、○○さんから、いやなことを 

されました。きいてください。 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時
いち じ

保護
ほ ご

児童
じど う

のための 

困
こま

りごと 相談
そうだん

用紙
よう し

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      

 

この用紙
ようし

は、あなたの困
こま

りごとを

聴
き

いて、一緒
いっしょ

に考
かんが

えてくれる大人
おとな

（子供
こども

の権利
けんり

擁護
ようご

専門員
せんもんいん

）へ 

封
ふう

をしたまま届
とど

けられます。 

他
ほか

の人
ひと

が開
あ

けることはありません

ので、安心
あんしん

してください。 

        

    
 

 ☆あなたが困
こま

っていること、相談
そうだん

したいことを書
か

いてください。    

   

☆あなたのお名
な

前
まえ

                         ☆一時
いち じ

保護所
ほ ご し ょ

の名前
なま え

 

                                  
 
                                                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆この相談
そうだん

を書
か

いた日
ひ

    年
ねん

   月
がつ

   日
にち

 
 

の 

り 

し 

ろ 
 

の 

り 

し 

ろ 
 

の り し ろ 

の り し ろ 
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第５ 電話相談及び専門員活動の事例 

令和元年度から令和３年度までにおけるケースをいくつか紹介します。ケース関係者の

プライバシーに配慮するため、事案や活動内容は実際のものとは異なっております。 

 

１ 電話相談の事例 

（１） いじめに関する相談事例 

【事例１】小学生、女子（本人からの相談） 

  最近ずっと日直の時に嫌な思いをしている。自分は喋るのが苦手。日直の時、段取り

に沿って進めるが、遅くなってしまう。クラスの男子に「またお前かよ」「遅いから休み

時間が無くなる」など言われる。人の前に立つと緊張し、喋るのが怖い。先生に相談し

て男子に謝ってもらったが、物を蹴りながらの謝罪で嫌な感じだった。 

 

【事例２】小学生、女子（本人からの相談） 

  クラスの後ろの席の男子から、息が臭いとか、穢れるとか、嫌なことを言われる。後

ろの子がやかましいので、静かにしてと注意したら言われた。止めてと言ってもやめて

くれない。お母さんには話をした。その男子には他の子も止めてよと言っている。担任

は男の先生でまだ話していない。言えば、自分にも何か言われそうで話していない。 

 

【事例３】中学生、男子（保護者からの相談） 

  夏休み明けから学校で一人の子のからかいから始まって笑われたりした。部活も一緒

の子。本児は何か月も我慢してある日行けなくなった。冬休み少し前に行けるようにな

ったが部活には戻りたくないと言う。顧問に相談しても、相手側に立ちいじめを助長す

るような事しか言わなかった。本児は心がボロボロになり、死にたいと言う言葉まで出

てきた。担任が本児の事をよく解ってくれたのでクラスには通えるようになったが、部

活は辞めたいと言っている。本児はその部活に入りたくてその学校に入った。本児はそ

の運動が大好きなのに、頑張ってきたのに、母としては辞める事が悔しい。 

 

【事例４】中学生、男子（本人からの相談） 

父の転勤で５月に引っ越してきた。方言があるから友達出来るかな？と心配していた。

新しい塾に行って友達ができたが、「○○弁しゃべって」みたいに言われ、言うのがだん

だん嫌になり言わなかったら、怒ってくる人や、「こいつ面白くね～」みたいに言う人が

いる。それを塾の先生が見ていたようで、いじめられているのかと聞かれた。自分はい

じめられている意識が無かったので、「いじめじゃないけど、嫌な気持ちになった」と答

えたら、「あなたがいじめと思えば、十分いじめだよ」と言われた。 
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（２）友人関係の相談事例 

【事例５】小学生、女子（本人からの相談） 

  友達のＡ子ちゃんと本児は仲が良い。Ａ子ちゃんと本児で遊んでいると、Ｂ子ちゃん

が「仲間に入れて」と言ってくるが、Ａ子ちゃんは「だめ。人数が多くなるから」とＢ

子ちゃんを仲間外れにする。Ｂ子ちゃんは先生に「仲間外れにされた」と言い付けたよ

うだ。本児は「Ａ子ちゃんが強くて本児の話をきかず、そうなっているだけで、本当は

Ｂ子ちゃんを仲間外れにしたいわけじゃないんだよ」とＢ子ちゃんに伝えた。本当はみ

んなで楽しく遊びたい。本児のそういった気持ちをＢ子ちゃんは理解してくれた。 

 

【事例６】高校生、女子（本人からの相談） 

今のクラスに仲良く一緒に居られる友達がいない。コロナで４月と５月は休みで、６

月は週２日登校しただけ。それから感染者が出て、また休校になった。今までは地元の

小中学校に通っていたので、小さい頃からずっと一緒の子たちばかりだった。高校生に

なり初めて遠くて誰も知らない学校に入学した。１学期に頑張って声をかけた子が二人

いて、三人で仲良くしていた。その子たちは今でも仲良く話しかけてくれるけど、移動

教室の時に一緒に行動できなかった。自分に自信が無い。声や性格が好きじゃない。 

 

【事例７】高校生、男子（本人からの相談） 

過去に嫌なことがあって忘れられない。中２で不登校になり、フリースクールに通っ

た。そこの同級生とトラブルになり、辛い目に遭った。先生がちゃんと対処してくれな

かった。昨年の２月、コロナで実質学校が終わった。その頃は話せる友達が二人しかい

なかった。今は週５日サポート校に通っていて友達もいるが、どうしたら嫌な気持ちを

忘れられるか？フリースクールのカウンセラーに話したら、学校の擁護ばかりで嫌にな

った。無能な先生ばかりだった。どうしたら解決できますか？ 

 

【事例８】高校生、女子（本人からの相談） 

傷つきやすい、自信ないから。恋愛感情ではなく、一人の男子Ａ君から電話があり話

していたら、「死ね」と言われた。仲良いし、嫌われていない事は分かっている。でも嫌

われていたらと不安。自信がなくても、ゆっくり自分のペースで頑張ろうとしていたと

いじめの被害では、嘔吐を繰り返してしまう、外出を怖がってしまうなど、心身に不

調をきたし不登校になってしまう場合もあります。一方、事例のようにいじめという認

識がなくても、「嫌な思いをしている」「嫌なことを言われる」ということを相談してく

れる電話もあります。相談員は、保護者や先生、スクールカウンセラーなどの身近な大

人に相談することを促しつつ、子供が勇気を出して電話をしてくれたことを労い、我慢

しないで言葉にして話すことはとても大事だということを伝えています。また、保護者

からの相談の場合には、子供の気持ちを汲み取ってあげることに加え、学校や教育委員

会に働きかけるよう助言します。それでも改善がなされない場合は専門員による面接相

談等につなげていき、問題解決に向かうように対応をしています。 
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ころだった。高２の時、他に三人女子が部活に在籍していたが本児がいじめられ、男子

達に助けてもらった経験がある。今日部活の後輩が、部活の高３男子二人と遊んでいる。

遊んでと言えるのがうらやましい。本当は妬み。妬むのは嫌だから、うらやましいで止

めよう。妬みにならなくて良かった。でもそれで、不安が押し寄せる。空気を読み、発

信できる人になりたい。 

 

友人関係の相談では、子供の気持ちを受けとめながら丁寧に聴いていきます。批判

的な話でも、どのように解決していくことがいいのかを相談の中で子供と一緒に考え

ていきます。話を聴いていくうちに、子供自身から「話せてよかった」「話をして楽に

なった」という言葉が出てくることもあります。問題解決に大人の力を借りる必要が

あるものについては、保護者や学校教員、あるいはスクールカンセラーに相談するよ

う促しています。 

 

（３） インターネットトラブル・犯罪被害の相談事例 

【事例９】小学生、男子（本人からの相談） 

友達から、インターネットの卑猥な動画を見せられた。次の日に学校に行くと、その

友達に、自分からその動画を見ていたと嘘を言いふらされた。見たくて見たわけでもな

いのに、どうしたらよいのか。 

 

【事例 10】小学生、男子（保護者からの相談） 

同級生から仲間外れにされていた本児は、オンラインゲームの中で同級生に課金アイ

テムであるギフトを送るようになった。送ると同級生からは優しくしてもらえ、送らな

いと無視されるようになり、父の財布からお金を抜き取った。中学進学にあたりスマー

トフォンを買い与えたが、クラスのグループラインで本児が攻撃されていることがわか

った。学校はグループラインの件には関わらない姿勢を示し、課金アイテムの件につい

ては同級生が事実として認めたものの、本児が話をすり替えているという噂がすでに広

まっている。 

 

【事例 11】中学生、女子（保護者からの相談） 

学校でいじめにあっており、担任へ相談した。指導により、インスタグラムで悪口を

言われたりすることはいったんなくなったが、いじめを認めず、本児のせいにされたこ

とがあった。しばらくすると、インスタグラムでの悪口がまた始まった。教頭と学年主

任へ相談すると、担任からちゃんと伝わっていない様子であった。担任への不信感が強

い。厳重注意で効果がなかったため慎重に進めるとのことで、少し待って欲しい、と教

頭からは言われた。いつまで待てばいいのか。 

 

【事例 12】高校生、男子（本人からの相談） 

午前中に金を払え、と要求されているので、なんとか早く解決したい。ＬＩＮＥの掲

示板からお友達サイトに入ったら、アダルト系の女性に接触してしまった。話している

うちに顔写真と体の写真も送信してしまった。そのあと、住所が特定できたから金を午
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前中に払えと要求された。インターネットに詳しい人に聞くと「無視しろ」と言われた

が、本当に大丈夫だろうか？ 

 

コロナ禍で休校になったこともあり、オンラインゲームやＳＮＳでつながる時間も増え

たようで、課金のトラブルやＳＮＳ上での悪口の相談も依前としてあります。また、「お金

を払え」と要求された相談では、保護者に内緒でしてしまったことから焦って相談してく

るケースもあります。電話相談では、画像や動画の流出など、ネットトラブルについての

相談であれば、東京都の“こたエール”や警視庁の相談窓口など適切な専門機関を紹介し

て相談するよう助言をしています。 

 

（４）家庭内トラブルの相談事例 

【事例 13】小学生、女子（本人からの相談） 

さっき母と喧嘩し、父も入ってきて怒られて喧嘩になった。自分の意見を言おうとし

ても言えない。言おうとしても間違ってると言って遮られる。私も物に当たったり悪い

点があることは認めるし、そこは反省している。そうやって遮られて、悲しいし辛いし

怒っている。その事を分かってない。私の将来を思ってくれているのは分かるけど、命

令はやめてほしい。塾に行ってるけど、今日は辞めさせると言われ泣いてしまった。 

 

【事例 14】小学生、男子（本人からの相談） 

  家にいるのが嫌。家族が嫌。特にお父さん。さっきも足を叩かれて、あざになってい

る。毎日叩かれるわけではないけれど、嫌なことはたくさんある。手を叩かれたことも

あるし、ビンタされたこともある。妹には手を出さず、本児だけ叩く。父は在宅。家に

電話をかけると父が出てしまう可能性があるので、あまりかけないでほしい。 

 

【事例 15】中学生、女子（本人からの相談） 

小さい頃から父に殴られたり蹴られたりしていた。ずっとため込んでいたが、この前

スクールカウンセラーに話をした。スクールカウンセラーから「施設に行きたい？」と

聞かれ「行きたい」と答えたら、９月の終わり頃に子供家庭支援センターの人が来てく

れた。その時に子供家庭支援センターと東京子供ネットの電話番号を教えてもらった。

さっき子供家庭支援センターにかけたが、公衆電話からだったからか繋がらず、子供ネ

ットにかけている。今は父に殴られることはないが、脅されたりはしている。親と別々

に暮らしたい。 

 

【事例 16】高校生、男子（本人からの相談） 

学校が今は始まっているが、３月ぐらいからずっと家族と一緒にいるので、仲が悪く

なった。特に妹と衝突が多い。今まではお互い生活のスケジュールが違っていたので、

そんなに会わなかった。４月からは学校もないし、本当に外に出られなかったので辛い

状況だった。妹は僕が嫌いだとかも言ってくる。妹は小５か小６の頃から今のような態

度だった。なるべく顔を合わせないようにしていたが、コロナで顔を合わせる機会が増

え、悪化した。 
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コロナ禍で家族が一緒に過ごす時間が増えたこともあり、それまでの生活との差か

ら家族間でのトラブルへの相談もありました。それ以外にも家庭内の問題として、虐

待を受けている子供からの相談や病気の家族がいて子供が家事全般を担っているとい

う相談もあります。 

虐待に関する相談は、上手に状況を聴き取ることや不安に寄り添い一緒に考えるこ

とに努めています。子供の安全確保が最優先事項となりますので、通常は匿名で相談

を受けていますが、個人情報の聞き取りについて子供の了解を得られるように努め、

児童相談所に虐待通告するなどの対応をしています。 

 

（５）学校関係の相談事例 

【事例 17】小学生、女子（保護者からの相談） 

担任の先生の対応が原因で学校に行けなくなった。本児には学習障害があるが、字が

汚いからと起立させられたり、友達の発表を聞いての感想を４回も提出させられたりと

いった対応をされ、不登校になった。校長に言っても、それは東京都のいう体罰には当

たらないという回答を手紙でもらい、対応してもらえない。本児は精神科で適応障害と

診断を受け、今後、大学病院の心理相談室で箱庭療法を受ける。学校に通えなくなり困

っている。今後どう動いたらいいのだろうか？ 

 

【事例 18】小学生、男子（保護者からの相談） 

本児は特別支援級在籍。本児から「担任に投げられた」「担任に廊下を引きずられ頭を

ぶつけた」と聞いた。その後、担任からの暴力的行為があると他の保護者からも確認し

た。スクールカウンセラーに相談したら、校長への相談を促された。校長に相談したが、

校長が担任に指導をしたかの確認はできず、担任の配置換えを尋ねると、「人事権はない」

と回答された。校長に不信感を覚え、教育委員会や警察にも相談済み。母の希望は、担

任に暴力をやめてもらうこと。担任から逆恨みされる恐れなど、子供への影響を考える

と、黙って泣き寝入りした方がいいのか？この教諭への困り感は前の代の保護者から聞

いていたが、みんな子供への悪影響を恐れて我慢してきた。 

 

【事例 19】中学生、女子（保護者からの相談） 

本児は特別支援学級に在籍し、比較的障害は軽度の方。そのため、先生から「普通学

級に行け」と言われ本児は傷ついている。本児が「あの先生苦手」と言っていたため、

母は校長と副校長に相談したが、現状は変わらない。重度の障害の子には「なぜ養護学

校に行かないんだ」と言う場合もあり驚く。学校に対する信頼感が持てない。 

 

【事例 20】高校生、男子（保護者からの相談） 

部活内でいじめにあっており、顧問に本児が訴えたが、見て見ぬふりやいじめに加担

していた。いじめはひどくなる一方で、４月に保護者が学校へ相談した。担任、生活指

導の先生及び顧問とで話し合いの場が設けられたが、保護者と顧問で言い合いになり、

収拾がつかなかった。生活指導の先生はいじめだと言ってくれて、事実確認を行ったと
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ころ、加害者がいじめを認め、本児に謝罪した。顧問からの謝罪はなく、逆にいじめで

はないと言われた。昨日、副校長も交え話し合いをし、顧問に気持ちの入れ替えを求め

るので、もう一度チャンスを欲しいと言われた。顧問の思惑で夏の大会に出られなくな

ってしまい、プロを目指している本児には致命的である。 

 

学校での特性のある子供への理解が不十分なことから、先生の不適切な言動となり、

子供が傷ついている相談が多くなっています。また、いじめに対して学校が思うよう

に対応してくれないなど、学校関係については、保護者からの相談が非常に多いです。

保護者は学校に対して不信感があるものの、子供への影響を考えて対応を躊躇する場

合もあるので、子供の環境を改善するためには、どのような方法があるかを一緒に考

えていき、学校内で解決できない時は教育委員会への相談を助言しています。それで

も改善されない場合は、専門員の調整活動を案内します。 

また、保護者としては納得できず憤りを覚えるが、子供は気持ちを切り替えて元気

に登校しているという場合もあります。保護者の感情が独り歩きしないように、改め

て子供の気持ちや状況を確認することも勧めています。 

 

（６） 専門員につなげた事例 

【事例 21】小学生、女子（保護者からの相談） 

近所に住む級友児童から、頭を叩かれる・持ち物を汚される・嫌味を言われるという

いじめがある。本児は体調不良を訴え、毎晩のように嘔吐を繰り返して通学困難となり、

胃炎と診断された。担任に相談したが、申し出はその場でないと事実と認められないと

言われた。校長からも、本児の受け止め方の問題だと指摘され、トラブルはお互い様と

いう姿勢を示された。教育委員会にも相談したが、結果は変わらず、学校の態度がより

冷たくなっただけだった。級友児童は本児に謝罪したが、保護者や先生のいないところ

でいじめを続けている。 

 

【事例 22】小学生、女子（保護者からの相談） 

４月から担任になった先生が怒鳴るため、クラス全体が怖がっている。４月に校長に

申し入れをした。５月に臨時保護者会があり、補助の先生をつけることとなった。その

後、教育委員会は問題があると認識しているが、「校長に任せている」と言うだけで、結

局は担任を続投させている。こういうのはどこに相談すれば良いのか。 

 

【事例 23】小学生、男子（保護者からの相談） 

本児は２年生の時からずっといじめを受けてきた。何度も学校にはお願いしてきたが、

学校が適切な対応をしてくれず、チック症状が出たり、その子の顔を見たり声を聞くだ

けで、全身に蕁麻疹が出るようになり、２月から完全に学校に行けなくなった。具体的

には、鉛筆で刺されたり暴言があるが、学校ではお互い様とみている。要望書を提出し、

書面による回答を求めてきたが、未だに対応してもらえていない。教育委員会にもお願

いしているが、きちんとした回答をいただけない。 
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これらの事例は、電話相談から専門員の面接相談へとつなぎ、問題が改善された事例

です。当事業では、子供の権利侵害に関する相談に対して、電話相談での対応に限界

があると判断された事例については、専門員の面接相談へつないでいます。面接相談

につながる事例は、子供たち本人からの相談よりも保護者からの相談事例が圧倒的に

多く、その大部分は問題が深刻化しているものです。そのような状況における問題解

決の突破口として、専門員が中立な第三者として活動しています。この活動は子供の

権利を守るために極めて大きな役割を果たしています。 

 
２ 専門員活動の事例 

（１）学校の対応等に関する相談 

【事例１】 

○概要 
   小学生の保護者からの相談。本児が学校で同じクラスの複数の児童からいじめを受

け、嘔吐を繰り返すようになり、登校できなくなってしまった。精神科にて、適応障

害等と診断された。学校には相談しているが、加害児童寄りの発言も多く納得がいか

ない。校長、副校長、双方の保護者で話合いの場を持ったが、平行線で終わってしま

った。 
〇活動経過 
① 電話相談員が保護者から電話相談を受ける。 
② 専門員が本児及び保護者と相談室で面談 
③ 専門員と調査員が学校を訪問し、校長及び副校長と面談 
④ 専門員が保護者に電話し、訪問結果を報告 
⑤ 専門員が保護者からの電話にて、話合いの状況を確認 
⑥ 専門員が保護者からの電話にて、本児が登校できていることを確認 

○活動内容 
   専門員が保護者及び本児と面談した結果、本児がグループ内でのいじめを受けてお

り、その状況をクラスとしても容認してしまっていることがわかった。もっとも、保

護者及び本児としては、いじめの主犯格の児童一人への怒りの気持ちが強く、そのこ

とが学校側や加害側との調整を難しくしている要因のようにも思えたことから、専門

員から、学校訪問時には、クラス全体としてのいじめの問題についても指摘をするこ

とを提案し、保護者の了承を得た。 
   専門員と調査員は学校を訪問し、学校の対応方針を確認したところ、学校としては、

担任が間に入る形で、本児と加害児童との話し合いの場を設ける予定で、保護者は話

合いに同席しない方向で考えているとのことだったため、話合いの内容を事前に把握

し、整理しておくこと、加害児童が否認したとしても、担任が本児の受け止め方を説

明し、加害児童に対し指導すべきであることについて助言した。また、専門員から、

いじめの指導について、何か起きてから個別に実施するだけではなく、全体として、

授業や学活の際、どういうことがいじめになるのか、どういうことが相手方としてい

じめと受け止めるのか等、指導、教育の場を設けてほしいと指摘した。さらに、専門

員から、クラス内で担任の目の行き届かない休み時間に暴力的な行為が行われていた
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３ まとめ 

電話相談の中には、相談員の助言を受けて、「ありがとうございました。」と気持ちよ

くお礼を言ってくれる子供もいます。相談員が子供のニーズに応えることができたと実

感できる瞬間です。 

子供たちは大人と同様に、友人関係、親子関係、学校の先生との関係、施設職員との

関係など、人間関係で悩みを抱えています。特に、コロナ禍において、友人関係を築く

大事な時期に休校や分散登校などがあり、孤独を感じたり、自分の気持ちや考えを伝え

ることに躊躇したり、コミュニケーションの取り方に悩んでいる様子がありました。子

供たちの育ちを支える地域・コミュニティが希薄化している現代、または依存と自立の

間で葛藤する思春期の子供にとって、身近な大人に相談することが難しい場合もありま

す。匿名性の高い電話だからこそ相談できることもあるでしょう。顔の見えない「知ら

ない大人」に自分の悩みを聞いてもらうことで、安心したり、新たな考えを得たりする

こともできます。 
当事業における電話相談の役割は、電話をかければつながる心強い存在であることで

す。子供に対して「あなたの気持ちを受け止めるところがあるんだよ。」というメッセー

ジを発信するとともに、子供たちに寄り添い、一緒に対応方法を考える信用できる大人

がいると感じ取れるようなかかわりを今後も継続していきます。 
  また、専門員は子供や保護者から直接話を聞きますが、特に子供が何を望んでいるの

かという点を意識して聴き取ります。そして、関係機関（施設、学校など）を訪問し、

関係者（施設職員、教職員など）と面談し、子供の抱えている問題や悩みを伝え、関係

者の認識を聴き取り、関係者に助言したり、関係者と一緒に対応策を考えたりします。

その内容を子供と保護者に伝え、子供が納得すれば、その後、様子を見守ることとし、

子供が納得しない場合には、さらに子供の望み（ニーズ）を聴き取り、それを関係者に

伝え、対応を検討するということを繰り返していきます。 
専門員活動に強制力はありませんが、子供の抱えている辛さを少しでも軽減できるよ

う、子供たちに寄り添って、その悩みを丁寧に聴き取るよう努めています。また、訪問

する施設、学校等にも、子供の権利を守るために、同じ方向を向いて一緒に考えてもら

えるよう働きかけます。中には調整が難しいケースもありますが、粘り強く活動するこ

とで、子供が少しでもエンパワーされ、また、関係機関が子供に寄り添った適切な対応

を講じてくれると信じ、日々、活動しています。 
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子供の権利擁護専門相談事業実施要綱 
 

平成 １６年  ４月  １日 
１５福子計第１９８２号決定 

最終改正 令和 ２年  ３月 ２４日 
３１福保子計第１５０１号決定 

 
（目 的） 
第１条 子供への虐待、いじめ、体罰等の権利侵害の問題が生じている中、子供の権利

に関する専門的な相談と権利侵害への具体的な対応等を行うことにより、子供の福祉

向上を図ることを目的とする。 
（事業内容） 
第２条  子供の権利擁護専門相談事業は、次の号に掲げる内容とする。 
（１）子供からの直接の相談、都民や関係機関等からの子供の権利侵害に係る通報等

を受け、相談対応を行うこと。 
（２）相談や通報等を行った者（以下「相談者等」という。）からの依頼を受け、子供

の権利侵害に対し、調査・助言・調整など具体的な対応を行うこと。 
（３）子供をはじめとする都民等への子供の権利擁護についての広報活動に関するこ

と。 
（４）子供からのメッセージダイヤルに対応すること。 
（５）その他子供の権利擁護に関すること。 

（実施体制） 
第３条 子供の権利擁護専門相談を実施するため、子供の権利擁護専門員（以下「専門

員」という。）、子供の権利擁護調査員（以下「調査員」という。）及び子供の権利擁

護電話相談員（以下「電話相談員」という。）を置く。 
（子供の権利擁護専門員の職務） 
第４条 専門員は、職務を遂行するにあたって公正中立を旨とし、電話相談員が受けた

相談のうち、困難な事例について、電話相談員への助言を行うとともに、必要と認め

るときは、問題解決を図るため、事実関係の調査、関係機関等への助言・調整活動を

行う。 
２ 専門員あてのはがきや一時保護児童のための相談用紙等による相談に対応すると

ともに、必要と認めるときは、問題解決を図るため、事実関係の調査、関係機関等へ

の助言・調整活動を行う。 
３  専門員は、第１項及び第２項に定める活動を行うにあたり、児童相談所などの関係

機関等の協力を求めることができる。 
４ 専門員は、都の児童相談所が措置等を行う子供の権利侵害に係る相談や通報等に

ついて、必要と認めるときは、相談者等の意向を確認したうえで、東京都児童福祉審
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議会へ諮問するとともに、調査結果等を提供することができる。 
５ 専門員は、専門員会議を開催し、第７条の各号に定める事項を合議すること。 
６ その他専門員に関して必要な事項は、別に定める。 

（調査員の職務） 
第５条 調査員は、専門員が行う第４条第１項及び第２項に定める事実関係の調査を補 
佐する。 
２ その他調査員に関して必要な事項は、別に定める。 

（電話相談員の職務） 
第６条 電話相談員は、子供からの直接の相談及び都民等からの通報等の電話を受け、

相談対応を行う。また、電話相談員による対応が困難な場合等には専門員へ事例を引

継ぐほか、権利侵害以外の相談等については、他の機関等への紹介などの業務を行う。 
２ その他電話相談員に関して必要な事項は、別に定める。 

（専門員会議） 
第７条 子供の権利擁護専門相談事業において、次の各号に掲げる事項について、専門

員が合議し、決定する。 
（１）第４条第１項、第２項及び第４項に定める職務についての対応方針等に関するこ

と。 
（２）事業活動の成果及び課題等を取りまとめること。 
（３）その他必要な事項に関すること。 
（子供の権利擁護電話等の設置） 
第８条 子供からの直接の相談、都民や関係機関等からの子供の権利侵害に係る通報等

及び子供からのメッセージに対応するため、子供の権利擁護電話等を設置する。 
２ 子供の権利擁護電話等に関して必要な事項は、別に定める。 

（事務局） 
第９条 この事業に関する事務局を、東京都児童相談センターに置く。 
（補 則） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
附則 この要綱は、令和２年４月１日より施行する。 
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氏　　　　名 所　　　　　属

加藤　吉和
鎌倉女子大学学術研究所

子ども発達臨床研究施設研究員

片岡　智子 弁護士（東京弁護士会）

下瀬　隆士 弁護士（第二東京弁護士会）

久保田　まち子 弁護士（東京弁護士会）

守屋　美保 弁護士（第一東京弁護士会）

元年度 ２年度 ３年度

坂倉　渉太 ○ ○

森田　梨沙 ○

淺井　健人 ○ ○

田畑　智砂 ○ ○

田伏　いづみ ○ ○ ○

笠井　香奈 ○ ○ ○

岩波　耕平 ○ ○

貴志　秀之 ○

中邨　仁 ○

金子　美晴 ○

木田　飛鳥 ○

宅見　誠 ○

竹内　省吾 ○

前田　俊斉 ○ ○

人見　愛 ○ ○

太田　史子 ○ ○

寺谷　洋樹 ○

向井　理絵 ○ ○

土肥　健太郎 ○ ○ ○

佐藤　省吾 ○ ○

阿南　賢人 ○

 専門員名簿

平成３０年４月 ～ 令和２年３月

氏　　　　名 所　　　　属

調査員名簿

就　任　期　間

平成２７年４月 ～ 令和４年３月

令和　３年４月 ～ 

就　　任　　年　　度

弁護士（第二東京弁護士会）

弁護士（東京弁護士会）

平成３１年４月 ～ 令和３年３月

令和　２年４月 ～ 令和４年３月 

弁護士（第一東京弁護士会）

28 ページ
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子供の権利擁護カード・リーフレット配布実績

配布先 配布数量（枚） 配布先 配布数量（枚）

平成
　２４年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

410,000

全小学校・中学校・高等学校　２，５９９校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

42,000

２５年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

390,000

全小学校・中学校・高等学校　２，６７９校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

43,000

２６年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

385,000

全小学校・中学校・高等学校　２，６８３校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

42,000

２７年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

384,200

全小学校・中学校・高等学校　２，６７５校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

42,000

２８年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

385,700

全小学校・中学校・高等学校　２，６５９校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

41,800

２９年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

384,140

全小学校・中学校・高等学校　２，６６７校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

41,890

３０年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

353,470

全小学校・中学校・高等学校　２，６６１校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

40,530

令和
　元年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

385,880

全小学校・中学校・高等学校　２，６５９校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

40,610

２年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

391,000

全小学校・中学校・高等学校　２，６５２校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

41,000

３年度

全小学校４年生
全中学校１年生・高等学校１年生
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

389,210

全小学校・中学校・高等学校　２，６５２校
区市町村教育委員会
子供家庭支援センター
児童相談所、教育関係、各弁護士会
東京法務局

40,895

年　度
カード リーフレット

29- 34 -



電話 相談用紙 はがき 電話 相談用紙 はがき 電話 相談用紙 はがき 電話 相談用紙 はがき 電話 電話 相談用紙 はがき

1 0 0 0

2 7 7 0 0

3 2 2 0 0

1 2 1 1 1 4 3 18 22 5 3

2 1 1 6 6 4 15 23 6 4

3 3 1 1 8 2 16 20 9 2

1 14 13 2 10 6 54 83 10 6

2 2 4 2 29 3 23 31 29 3

3 7 2 10 1 28 3 37 57 28 3

1 4 2 8 6 7 5 77 97 7 5

2 4 10 3 28 6 58 75 28 6

3 6 1 2 10 3 45 7 51 72 45 8

1 9 1 6 5 3 3 159 180 3 3

2 5 8 5 8 4 124 142 8 4

3 1 12 4 23 4 60 76 23 5

1 2 1 87 89 1 0

2 2 1 20 51 54 20 0

3 3 1 19 1 41 45 19 1

1 31 0 0 3 0 0 28 1 0 14 25 17 395 471 26 17

2 12 0 0 1 0 0 30 0 0 11 91 17 278 332 91 17

3 16 1 1 4 0 1 36 0 0 9 123 17 207 272 124 19

合　　計

その他

児童本人からの相談内容　（令和元年度～令和３年度）

体　　罰 虐　　待

権　利　擁　護　相　談

区分 年度

合  計

その他

高校生

その他

幼   児

小学生
低学年

小学生
高学年

中学生

い　じ　め

35
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相談内容及び相談者別一覧（令和元年度合計）

いじ
め

体罰 虐待
その
他

小計 計 計

男

女

男 2 2 11 13

女 1 1 2 7 9

男 2 4 1 7 24 31

女 12 9 1 22 30 52

男 3 2 2 2 9 40 49

女 1 6 4 11 37 48

男 7 1 4 3 15 76 91

女 2 2 2 6 83 89

男 1 1 56 57

女 1 1 31 32

男 15 3 10 6 34 207 241

女 16 18 8 42 188 230

男 1 2 1 1 5 15 20

女 1 1 8 9

男 25 5 10 3 43 159 202

女 13 2 6 5 26 111 137

男 1 1 16 17

女 2 2 1 5 13 18

男 26 7 12 4 49 190 239

女 15 2 9 6 32 132 164

男 1 1

女

男 2 2

女 1 1 2 3

男 2 1 14 1 18 82 100

女 10 1 11 42 53

男 2 1 14 1 18 85 103

女 11 1 12 44 56

男 43 11 36 11 101 482 583

女 31 2 38 15 86 364 450

74 13 74 26 187 846 1,033

7.2% 1.3% 7.2% 2.5% 18.1% 81.9% 100%

42

171
51826 187 846 1,033

合計

相談内容別％

令和元年度累計 74 13 74

小計 30

施設

父 6

4

高校 21

児
童
本
人

親
族

関
係
者
等

1 1 0.1%

学校 1 4 5

129

846 1,033 100%

0.5%

その
他

29 124 153 14.8%

23 29 2.8%
活動
回数

母 69 270 339 32.8%

171

その
他

6 29 35 3.4%

小計 81 322 403 39.0%

42

小学
低

513

159 180 17.4%

その
他

2 87 89 8.6%

8.0%

中学 20 77 97 9.4%

小計 76 395 471 45.6%

159 15.4%

男女別合計 187

18 22 2.1%

小学
高

29

幼児

54 83

相談内容

専門員
引継ぎ
件数

ﾒｯｾｰｼﾞ
ﾀﾞｲﾔﾙ
受付
件数

権利擁護についての相談
その他の
相談等 男女

別
合計

合計
相談
者

別％

相談経路
児童
性別

36
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相談内容及び相談者別一覧（令和２年度合計）

いじ
め

体罰 虐待
その
他

小計 計 計

男 1 1

女 6 6

男 1 1 3 5 6 11

女 3 3 9 12

男 3 2 5 11 16

女 2 1 3 12 15

男 2 4 1 7 41 48

女 2 6 2 10 17 27

男 5 3 4 12 61 73

女 5 1 6 63 69

男 1 1 40 41

女 2 2 11 13

男 8 1 13 8 30 160 190

女 4 17 3 24 118 142

男 2 2 15 17

女 2 6 1 9 12 21

男 11 2 10 23 140 163

女 9 8 1 18 125 143

男 4 4 8 12

女 2 2 6 8

男 13 2 14 29 163 192

女 11 16 2 29 143 172

男

女

男 1 1

女 1 1

男 4 5 3 12 241 253

女 1 9 1 11 58 69

男 4 5 3 12 242 254

女 1 9 1 11 59 70

男 25 3 32 11 71 565 636

女 16 42 6 64 320 384

41 3 74 17 135 885 1,020

4.0% 0.3% 7.3% 1.7% 13.2% 86.8% 100%

28

132
33917 135 885 1,020

132

6

31.6%

35.7%

100%

0.2%

31.8%

14 20 2.0%

58 306 364

41

令和2年度累計 41 3 74

23

23 299 322

135

301

885 1,020

2 2

男女別合計

324

その
他

小計

活動
回数

15 23 2.3%

265 306 30.0%

124 142 13.9%

51 54 5.3%

3.0%

58 75 7.4%

278 332

11

3

17

54 32.5%

相談内容

8

高校

中学

7 7

23 31

0.7%

その
他

小計

18

27 38 3.7%

相談経路
児童
性別

ﾒｯｾｰｼﾞ
ﾀﾞｲﾔﾙ
受付
件数

権利擁護についての相談
その他の
相談等 男女

別
合計

合計
相談
者

別％

児
童
本
人

幼児

小学
低

小学
高

8

専門員
引継ぎ
件数

339

28

合計

相談内容別％

親
族

父

母

その
他

小計

関
係
者
等

施設

学校

37
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相談内容及び相談者別一覧（令和３年度合計）

いじ
め

体罰 虐待
その
他

小計 計 計

男

女 2 2

男 5 5

女 3 1 4 11 15

男 3 2 7 1 13 13 26

女 4 3 7 24 31

男 5 2 4 2 13 28 41

女 1 6 1 8 23 31

男 9 2 11 38 49

女 3 2 5 22 27

男 1 1 28 29

女 3 3 13 16

男 8 4 20 6 38 112 150

女 8 16 3 27 95 122

男 3 3 11 14

女 2 3 5 25 30

男 19 1 4 24 109 133

女 2 4 6 113 119

男 1 1 7 8

女 5 5 8 13

男 19 1 8 28 127 155

女 4 12 16 146 162

男 1 1 1

女

男 1 1 2 3

女 4 4

男 1 6 1 8 161 169

女 2 11 1 14 34 48

男 1 8 1 10 163 173

女 2 11 1 14 38 52

男 28 5 36 7 76 402 478

女 14 39 4 57 279 336

42 5 75 11 133 681 814

5.2% 0.6% 9.2% 1.4% 16.3% 83.7% 100%

26

105
29811 133 681 814

1 6 7 0.9%

合計

相談内容別％

令和3年度累計 42 5 75

小計 24 201

681

関
係
者
等

施設 1

男女別合計 133

1 0.1%

学校

親
族

活動
回数

母 30 222 252 31.0%

105

その
他

6 15

父 8 36 44 5.4%

21 2.6%

小計

814 100%

専門員
引継ぎ
件数

ﾒｯｾｰｼﾞ
ﾀﾞｲﾔﾙ
受付
件数

権利擁護についての相談
その他の
相談等

225 27.6%

その
他

22 195 217 26.7%

幼児

小学
高

20 37

51 72 8.8%

44 273 317 38.9%

57

298

小学
低

26

その
他

4 41 45 5.5%

小計 65 207 272 33.4%

4 16 20 2.5%

7.0%

中学 21

高校 16 60 76

男女
別

合計
合計

相談
者

別％

2 2 0.2%

相談経路
児童
性別

相談内容

児
童
本
人

9.3%

38
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印刷　　東京都同胞援護会事業局

発行　　子供の権利擁護専門相談事業事務局

　　　　　東京都新宿区北新宿四丁目６番１号

　　　　　電話　０３－５９３７－２３０５

登録番号４（１２）

　　令和５年３月発行

東京都子供の権利擁護専門相談事業活動報告書

（令和元年度～令和３年度）




